
2023年の世界の年平均気温は、観測史上最高となり、世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然
災害が増加するなど、気候変動問題への対応は今や人類共通の課題となっています。我が国において
も、2023年は史上最高の年平均気温を観測したことに加え、農産物の品質の低下、熱中症のリスク増
加など、気候変動の影響が全国各地で現れており、気候変動問題は、人類や全ての生き物にとっての生
存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われる状況です。現下の危機を克服し、循環共生型社会、「新た
な成長」を実現していくためには、利用可能な最良の科学的知見に基づき、「勝負の2030年」にも対
応するためには、取組の十全性（スピードとスケール）の確保を図り、複合する危機に対応し、諸課題
をカップリングして解決するための諸政策の統合・シナジー（相乗効果）を推進することが不可欠で
す。

2023年のG7広島首脳コミュニケ、G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケにおいて、
気候変動、生物多様性の損失及び汚染という3つの世界的危機に対し、ネット・ゼロ（脱炭素）で、循
環型で、ネイチャーポジティブな経済システムへ転換する旨、また、課題の相互依存性を認識してシナ
ジーを活用する旨が盛り込まれています。さらに、第6回国連環境総会（UNEA6）においても我が国
より提案したシナジー推進決議が採択されました。我が国でも3つの世界的危機を克服するため、相互
に関連するこれら問題の相乗効果（シナジー）を拡大し、トレードオフを最小化する取組を我が国が主
導して進めることにより、ネット・ゼロで、循環型で、ネイチャーポジティブな経済の実現を目指す必
要があります。経済、社会、政治、技術全てにおける横断的な社会変革は、生物多様性損失を止め、反
転させ、回復軌道に乗せるネイチャーポジティブに必要であり、資源循環を促進することで、資源の採
掘、運搬、加工から製品の製造、廃棄、リサイクルに至るライフサイクル全体における温室効果ガスの
低減につながりネット・ゼロに資するなど、相互の連携が大変有効であるといえます。第2章では、国
際的な動向を踏まえ、ネイチャーポジティブ、ネット・ゼロ、循環経済の同時達成に向けたそれぞれの
取組を見ていきます。

	 第1節	 国際的な動向

エネルギー危機、食料危機も相まって、世界は未曾有の複合的な危機に直面しています。国境のない
地球規模の環境問題においては、国際社会が誓約した2030年までの目標達成に向け、先進国・途上国
の区分を超えて、分断ではなく、共に取り組む「協働」の重要性がかつてなく高まっています。また、
経済安全保障の観点からも、厳しい国際情勢を踏まえ、熾

し
烈化する国際競争に対し、環境を軸として十

全に対処する必要があります。天然資源の争奪を巡っては、世界全体の持続可能性の向上に向けた取組
の強化が喫緊の課題です。

我が国としては、ポストSDGsの議論をにらみつつ、シナジーを最大化しながら、これらを実現する
ための具体的な好事例を示すなどして国際議論を主導していく必要があります。我が国のこれまでの公
害問題への対策や、伝統的な自然共生やものを大切にする価値観は、持続可能な経済社会システムの構
築に当たって有用で、地域循環共生圏の創造を始めとした環境課題と社会・経済的課題との同時解決を
目指し、誰一人取り残さない、「ウェルビーイング／高い生活の質」の向上とパッケージとなった取組
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を実施するとともに、G7、G20等を通じてこれを国際的に発信・展開していくことが重要です。

	 1	 G7、G20の結果について

2024年4月のG7トリノ気候・エネルギー・環境大臣会合では、気候変動、生物多様性の損失及び
汚染という3つの世界的な危機に対処するために、必要な取組間のシナジーの推進が重要であることを
確認しました。また、削減対策の進捗を確認し、1.5℃に整合した、全経済分野・すべての温室効果ガ
ス（GHG）を対象とした総量削減目標を含むNDCを期限内に提出することを誓約するとともに、主
要経済国を含む全ての国に同様のNDCを提出することを要請しました。さらに、昨年のG7広島サ
ミットの成果に盛り込まれた循環経済原則、重要鉱物の国際リサイクル、ネイチャーポジティブ経済、
侵略的外来種対策、プラスチック汚染対策等を更に推進することを確認しました。

新興国を含むG20でも、2023年9月のG20ニューデリー・サミットにおいて、環境・気候問題へ
の統合的な対処へのコミットや、パリ協定及びその気温目標の完全かつ効果的な実施の強化等を確認し
ました。

	 2	 国連気候変動枠組条約第28回締約国会議（COP28）

COP28では、パリ協定下の世界全体の気候変
動対策の進捗状況を評価するグローバル・ストッ
クテイクが初めて実施されました。2030年まで
の野心に係る年次ハイレベル閣僚級ラウンドテー
ブルや様々な二国間会談等で日本が主張してき
た、1.5℃目標達成のための全ての国による緊急
的な行動の必要性が強調されたほか、2025年ま
での世界全体の排出量ピークアウト、全ての温室
効果ガスを対象とした排出削減目標策定、世界全
体での再エネ3倍・エネルギー効率改善率2倍、
エネルギーシステムにおける化石燃料からの移
行、持続可能なライフスタイルへの移行等が決定
されました（写真2-1-1）。これらの成果を踏ま
えつつ、2025年までに次期NDCを策定するこ
とを予定しています。

	 第2節	 自然再興（ネイチャーポジティブ）

「ネイチャーポジティブ：自然再興」とは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止
め、反転させる」ことで、生物多様性国家戦略2023-2030における2050年ビジョン「自然と共生す
る社会」の達成に向けた2030年ミッションとして掲げられています。これは、いわゆる自然保護だけ
を行うものではなく、社会・経済全体を生物多様性の保全に貢献するよう変革させていく考え方であ
り、愛知目標をはじめとするこれまでの目標が目指してきた生物多様性の損失を止めることから一歩前
進させ、損失を止めるだけではなく回復に転じさせるという強い決意が込められたものです。2021年
にイギリスで開催されたG7コーンウォール・サミットの首脳コミュニケの附属文書である「G7・
2030年自然協約」に使われたことから、国際的にも認知され始めました。なお、2022年12月に生物

	写真2-1-1	 2030年までの野心に係る年次ハイレベル
閣僚級ラウンドテーブルで発言する伊藤
信太郎環境大臣

資料：環境省
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多様性条約第15回締約国会議（COP15）で採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組の2030
年ミッションにも、この考え方が反映されています。また、これまでの生物多様性保全施策に加えて、
気候変動対策や資源循環等の様々な分野の施策と連携することも求められます。2023年10月から開
始した「2030生物多様性枠組実現日本会議」（J-GBF、会長：経団連十倉雅和会長）による「ネイ
チャーポジティブ宣言」発出の呼びかけ等を通じた自治体、企業、団体等の行動変容の促進やネイ
チャーポジティブのイメージキャラクター「だいだらポジー」の公表等により、ネイチャーポジティブ
の実現に向けた更なる機運の広がりが期待されています。

	 1	 生態系の健全性の回復に向けて

（1）30by30目標の達成に向けて
2030年までに、陸と海の30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする、いわゆる

「30by30目標」は、「ネイチャーポジティブ」実現のための鍵となる目標の一つです。我が国では、
2023年1月時点で、陸地の約20.5％、海洋の約13.3％が国立公園等の保護地域に指定されています。
国土全体の生態系の健全性を高めていくためには、里地里山のように人が手を入れることによって維持
されてきた自然環境や、生物多様性に配慮した持続的な産業活動が行われている地域を活かしていくこ
とも重要です。このため、国立公園等の保護地域の拡充とともに、保護地域以外で生物多様性の保全に
資する地域（Other Effective area-based Conservation Measures、以下「OECM」という。）を設
定・管理し、民間の取組と連携した取組を推進しています。

（2）OECM・自然共生サイト（インセンティブの検討含む）
OECMの設定・管理に関する取組として、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている

区域を「自然共生サイト」として認定する仕組みを2023年度から開始しています。例えば、企業の水
源の森や都市の緑地、ナショナルトラストやバードサンクチュアリ、里地里山、藻場、干潟など、企
業、団体・個人、地方公共団体が所有又は活動する多様な場所が対象になります。2023年度において
は、184か所を認定し、認定された区域は、保護地域との重複を除きOECMとして国際データベース
に登録していきます。さらに、2022年度に立ち上げた「30by30に係る経済的インセンティブ等検討
会」において、より多くの民間資金や人的資源が自然共生サイトにおける活動の質の維持・向上に活用
されるような仕組みの検討等を進めています。

本田技研工業が所有/ホンダモビリティランドにて管理をしている「モビリティリゾートもてぎ」は、栃
木県芳賀郡茂木町にあり、2023年10月に自然共生サイトとして認定されました。ここは、落葉広葉樹から
なる二次林、針葉樹、棚田、草地等がモザイク状に広がる里地、里山であり、在来動植物の保全を目的に、
外来植物の防除、森林整備、棚田の再生、稲作、冬期湛水等、地元の教育機関と連携した環境教育、動植物
の調査等が行われています。環境省レッドリストに掲載されている、ゲンゴロウ、サシバ等の希少種も確認
されています。

事例	 自然共生サイトの取組
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（3）国立・国定公園
国立・国定公園については、2022年の「国立・国定公園総点検事業」のフォローアップにおいて選

定した全国14か所の国立・国定公園の新規指定・大規模拡張候補地について、自然環境や社会条件等
の詳細調査及び関係機関との具体的な調整を実施し、2030年までに順次国立・国定公園区域に指定・
編入することを目指しています。2023年度においては、11の候補地において自然環境調査や関係機関
との具体的な調整等を実施しました。

（4）民間活動を促進する「法制度の検討」
生物多様性が豊かな場所における活動に加え、管理放棄地等において生態系を回復又は創出するもの

も含めて民間等による自主的な活動を更に促進するため、自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に
つき今後講ずべき必要な措置について、2024年1月に中央環境審議会からの答申がなされました。こ
れを踏まえ、民間等が生物多様性を保全・創出する優れた活動を国が認定する制度等を設ける「地域に
おける生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」を2024年3月に閣議決定し、第
213回国会に提出しました。

（5）侵略的外来種をめぐる国際的な議論と国内対策の強化
侵略的外来種は、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム

（IPBES）が公表した「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」において、生物多
様性の損失を引き起こす5つの主要な直接要因の一つと指摘されており、2022年12月に採択された

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」においても、侵略的外来種に関する目標（ターゲット6）が
掲げられています。また、2023年9月にIPBES総会第10回会合において承認された「侵略的外来種
とその管理に関するテーマ別評価報告書」の政策決定者向け要約において、その対策に関しては、侵入
後に防除を行うよりも、未然に侵入を防ぐ措置を十分に行う方が、費用対効果が高いと指摘されていま
す。さらに、同月に発表されたTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）の枠組みにおいても、
侵略的外来種に関する指標が提案されました。このように、侵略的外来種は近年、国際的な議論におい
て、大きな課題の一つとなっています。

国境を越えた侵略的外来種の意図的・非意図的な移動の増加に対処するためには、国際的な情報共有
を始めとした国際協力の強化が重要であり、2023年に開催された「G7札幌 気候・エネルギー・環境
大臣会合」の成果文書には、昆明・モントリオール生物多様性枠組の外来種目標の実施を加速するた
め、IPBES報告書の科学的情報を基に行動すること、及び、侵略的外来種に関するG7ワークショップ
を開催することが位置付けられました。我が国はこれを受け、一連の国際イベントを主催し、またその
総括として開催した「侵略的外来種に関するG7ワークショップ」の成果として、G7各国等と共に「侵

里山の明るい森林

資料：モビリティリゾートもてぎ

棚田における稲刈りの様子

資料：モビリティリゾートもてぎ
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略的外来種に関するG7声明：侵略的外来種及びその影響の管理に向けた国際協力の強化」（仮訳）を取
りまとめました。また、国内においては、このような国際的な議論及び外来生物法の令和4年改正内容
等を踏まえて、国の外来種対策の中期的な総合戦略である「外来種被害防止行動計画」の見直しに着手
しました。2030年までの侵略的外来種による負の影響の軽減に向けて、当該計画等に基づき、引き続
き我が国への定着が非常に危惧されている段階で緊急的な対策が必要な生物に関する水際対策・防除、
広く飼育され野外個体数が多い生物に関する適正管理等の拡充、飼養動物の終生飼養の推進や管理の適
正化等を推進します。

侵略的外来種は、生物多様性、生態系サービス、持続可能な開発、
人間の福利に対する重大な脅威とされています。2023年8月28日か
ら 同 年9月2日 に ド イ ツ・ ボ ン で 開 催 さ れ たIPBES総 会 第10回

（IPBES10）会合で「侵略的外来種とその管理に関するテーマ別評価」
報告書の政策決定者向け要約が承認されました。同報告書は、侵略的
外来種の現状や傾向について科学的な評価を行うとともに、世界各国
の政府・企業・市民社会が侵略的外来種に対処する方法を決定する際
の重要な情報源となることが期待されています。

本評価の実施には、日本からの専門家4名を含む、世界各国から86
名の専門家が関わってきました。また、日本は当該評価報告書作成を
支援する「IPBES侵略的外来種評価技術支援機関」を公益財団法人地
球環境戦略研究機関（IGES）内に設置し、報告書作成を支援してきま
した。IPBES10の閉会全体会合においては、同報告書の共同議長、執
筆者、技術支援機関のメンバーに加え、これまでの日本政府の貢献と
ホスト機関であるIGESに対する謝意が述べられました。

同報告書では、主に次の点等がキーメッセージとして取りまとめら
れました。
・　侵略的外来種は世界で3,500種以上が記録されており、生物多様性や生態系に加え、経済や食料・水確

保、人間の健康等に対する大きな脅威となっている。
・　外来種の侵入1による全世界の年間経済的コスト（2019年）は4,230億米ドルを超えると推定される。
・　世界的に、侵略的外来種とその影響は急速に増加しており、今後も増加し続けると予測される。
・　侵略的外来種とその悪影響は、効果的な管理によって予防・軽減することが可能であり、最も費用対効

果の高い管理手法は、侵入予防及び早期対応の体制整備である。
・　外来種の侵入管理は可能であり、その野心的な進歩は、戦略的行動を通じた統合的ガバナンスによって

達成することができる。戦略的行動には、国際的・地域的メカニズム間の調整と協力の強化、国家実施戦
略の策定、多様な関係主体やセクターの参画推進等が含まれる。

1：意図的・非意図的を問わず、生物種を人為的に自然分布域外の新たな地域に移動・導入するプロセスを指す。この
プロセスを通じて移動・導入された種は、自然分布域外において定着・分布拡大する可能性がある。

コラム	 IPBES侵略的外来種とその管理に関するテーマ別評価報告書

「Thematic	Assessment	Report	on	
Invasive	Alien	Species	and	their	
Control」

資料：�IPBESより

（6）鳥獣保護管理の強化
ア　ニホンジカ・イノシシの半減目標

中山間地域における人口減少・高齢化による人間活動の低下により、耕作放棄地や利用されない里山
林等が鳥獣の生息にとって好ましい環境となることなどにより、ニホンジカ、イノシシ、クマ類等の分
布域が拡大し、生態系や農林業、生活環境に深刻な被害を及ぼしています。

環境省と農林水産省は、ニホンジカとイノシシについて、2023年度までに2011年度の個体数から
半減させることを目標として捕獲対策を強化してきました。その結果、イノシシについては、これまで
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の捕獲の効果等により、個体数が順調に減少しています。一方で、ニホンジカ（本州以南）の個体数に
ついては、未だ高い水準にあり、2023年度の目標達成は難しい状況にあります。このため、環境省と
農林水産省では、目標の期限を2028年度まで延長することを決定し、ニホンジカの集中的な捕獲対策
等の取組を進めていきます。

イ　クマ被害増加
クマ類については、秋の堅果類の結実量の影響等を受け、数年おきに大量出没を繰り返しており、特

に2023年度は統計のある2006年度以降最も多い人身被害件数を記録するなど、人の生活圏にクマ類
が侵入し、国民の安全・安心を脅かしています。そのため、環境省ではクマ類の専門家による検討会を
設置し、科学的知見に基づき、クマ類の出没や被害の発生要因を分析するとともに、被害防止に向けた
総合的な対策の方針を取りまとめました。本方針では、クマ類の地域個体群を維持しつつ、人の生活圏
への出没防止によって人とクマ類の空間的なすみ分けを図るため、「ゾーニング管理」、「広域的な管理」、

「順応的な管理」の3つの管理を推進する方向性が示されました。また、鳥獣の保護及び管理並びに狩
猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）に基づく指定管理鳥獣に、絶滅のおそれのある四国
の個体群を除いたクマ類を指定し、集中的かつ広域的な管理を図る必要性が示されました。他方で、ク
マ類は、既に指定管理鳥獣に指定されているニホンジカ・イノシシとは、繁殖力、個体数の水準、被害
の状況が異なることから、クマ類の個体数等の調査・モニタリング、人の生活圏への出没防止対策、人
材育成等、捕獲に偏らない総合的な対策が必要と指摘されています。環境省では、本方針を受けて、
2024年4月に四国の個体群を除くクマ類を指定管理鳥獣に指定し、関係省庁と共に策定した「クマ被
害対策施策パッケージ」を着実に実施することで、クマ類の地域個体群を維持しながら、効果的な被害
防止策を推進していきます。

	 2	 自然再興を実現する経済に移行するための戦略

（1）G7ネイチャーポジティブ経済アライアンス
ネイチャーポジティブ経済の実現のためには、生物多様性・自然資本への配慮が事業活動に十分に組

み込まれた経済社会への移行が必要です。このため、G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合におい
て、ネイチャーポジティブ経済に関する知識の共有や情報ネットワークの構築の場として、「G7ネイ
チャーポジティブ経済アライアンス（G7ANPE）」（G7ANPE：G7 Alliance on Nature Positive 
Economies）」が新たに設立されました。2023年には、自然関連情報開示に関する視点共有を目的と
したワークショップを行い、自然関連情報開示に関するディスカッションペーパーを公開したほか、ネ
イチャーポジティブに資する技術・ビジネスモデル等に関する事例共有のための国際ワークショップが
開かれました。これらの成果を12月に開催されたCOP28にて発表しました。2024年以降は、G7議
長国がテーマを決定し、プロジェクトを実施していきます。

（2）TNFD、SBTs for Natureの動き（これらに対応した施策も含む）
気候変動分野でのTCFD（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures；気候関連財

務情報開示タスクフォース）の提言に基づく開示の進展と並行して、自然分野に関しても、民主導で
TNFD（Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures；自然関連財務情報開示タスクフォー
ス）が立ち上がり、2023年9月には「提言」を含む自然関連財務情報の開示に関する一連の枠組みが
示されました。

また、気候変動分野でのSBT（Science Based Targets）の動きに対し、その自然版であるScience 
Based Targets（SBTs）for Natureの基準策定が進んでいます。SBTs for Natureは、淡水・生物多
様性・土地・海洋の4分野に関して、企業が生物多様性等の関連する国連の条約やSDGsに沿った行動
ができるようにするための目標を設定する枠組みです。2023年5月に淡水を含む一部の目標設定手法
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が公表されたのち、その他の分野を含め開発が継続されています。
今後、先進的な企業を始めとした取組が進むことで、こうしたTNFD提言を参照した開示の事例や、

SBTs for Natureにのっとった目標設定の事例が増加していくことが見込まれるところ、環境省では、
2023年度より、事業者向けに気候関連財務情報開示及び自然関連財務情報開示に関して解説するワー
クショップを開催しています。本ワークショップでは、TNFD等の自然資本に関する情報開示に活用
可能なツールの実践等を通し、企業の情報開示の実施・高度化を支援・促進しています。

企業等の環境活動に関する情報開示や目標設定の歴史は古く、1992年リオで開催された地球環境サミッ
トで採択されたアジェンダ21を契機に、各国や各組織において行動計画を作成し公表する動きが始まりまし
た。また1996年にISO14001（環境マネジメントシステム）が発行された結果、企業の環境活動が経営と
一体となりシステム化され、これに伴い行動計画としての目標の設定と計画や結果を環境報告書やサステナ
ビリティ報告書として公開する動きが加速されました。活動の内容は3Rから気候変動対策、GHG削減へと
変化し、今日では、生物多様性・自然資本に関する活動へと広がっています。その間、情報開示や目標設定
の枠組みも国際的に進化し、気候変動では財務情報の開示の枠組みとしてTCFDが、科学的知見に基づく目
標設定の枠組みとしてSBTが公開され、多くの企業がこれらの枠組みを活用しています。さらに、自然に関
する枠組みとしてTNFDが2023年9月に提言を公開し、SBTs for Natureが目標設定に関するガイダンス
を2020年から順次発行しています。この中で、情報開示の目的は、顧客や近隣住民のための開示から、投
資家や従業員のための開示へと広がってきました。また目標設定も定性的な目標設定から科学的な知見に基
づく効果的でかつ定量的な目標設定へと高度化しています。企業にとっては、自身の目的に沿って、これら
進化している情報開示や目標設定の枠組みを活用することが重要ですが、これまで活用している環境マネジ
メントシステムや情報公開GRIの枠組みを最大限活用し、効率的に整合をとることが重要です。さらに今後
は、気候変動、資源循環、生物多様性といった環境問題を統合的に捉えることが必要ですが、最も重要なの
は、活動自体の中身であることには変わりがありません。

目標設定・情報開示の新たな枠組みと環境マネジメントとの関係

財務情報開示（TCFD）

科学的目標設定（SBT）

生物多様性の保全気候変動対策

環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクション21等）
・環境方針、体制
・目標設定、施策・活動計画

・目的設定（優先順位付け）
・情報開示、見直し

2015年の改定
・生物多様性に関する記述
・「組織が環境に与える影響」に「環境が企業に与える影響」を追加

科学的目標設定（SBTs for Nature）

財務情報開示（TNFD）

資料：環境省

コラム	 自然資本を巡る情報開示と目標設定の潮流

（3）ネイチャーポジティブ経済移行戦略
我が国が直面する数々の社会課題に対しては、課題ごとの個別対応ではなく、政府の多様な政策と環

境政策との統合や、ネイチャーポジティブ、炭素中立、循環経済という環境政策間の統合による「統合
的アプローチ」が有効です。例えば、リサイクルの推進等、資源効率性を高めることで、新たな原材料
調達による自然への負荷を低減するという循環経済とネイチャーポジティブの間のシナジーにつながる
可能性があります。また再生可能エネルギー発電設備の導入に伴う気候変動対策と森林等の自然資本へ
の負荷とのトレードオフの関係も考えられます。
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このため、ネイチャーポジティブ経済への移行に取り組むに当たっても、それに単独で取り組むので
はなく、炭素中立や循環経済の実現を含めた相互作用を明確に考慮し、企業の統合的・一体的な取組を
後押しすることで、シナジーを最大化し、トレードオフや人間社会と自然環境の双方に有害な影響を最
小化していく取組が必要です。

環境省としては、ネイチャーポジティブ経済への移行に向けた国際的な動勢を踏まえ、企業による積
極的な取組を後押しするとともに、国際的な議論と整合しつつ、ネイチャーポジティブの実現に資する経
済社会構造への転換を促すため、関係省庁と共に、2024年3月に「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」
を策定しました。企業において自然資本の保全の概念を経営に組み込み、自然資本に関するリスクへの
対応や新しいビジネス機会の創出を進めてもらうため、国の施策によるバックアップを進めていきます。

	 3	 国立公園における保護と利用の好循環に向けて

（1）国立公園のブランドプロミスの決定
国立公園満喫プロジェクトの取組実績を踏まえ、国立公園のブランディングを更に強化するため、

2023年6月に国立公園のブランドプロミス（国立公園が来訪者・地域に約束すること）として、「感動
的な自然風景」「サステナビリティへの共感」「自然と人々の物語を知るアクティビティ」「感動体験を支
える施設とサービス」の4項目を定めました。今後、環境省や地域・関係者がこれを国立公園のブラン
ド戦略の根幹として共通の理解を持ち、日本の国立公園が世界からのデスティネーション（目的地）と
なることを目指したブランド化の取組を一層進めていくこととしています。

（2）国立公園における滞在体験の魅力向上
インバウンドが急速に回復する中、観光立国推進基本計画も踏まえ、満喫プロジェクトの新たな展開

として、国立公園における滞在体験の魅力向上に向けて、美しい自然の中での感動体験を柱とした滞在
型・高付加価値観光を推進するため、民間提案を取り入れつつ、国立公園利用拠点の面的な魅力の向上
に取り組みます。このため、2023年6月に策定した「宿舎事業を中心とした国立公園利用拠点の面的
魅力向上に向けた取組方針」に基づき、同年8月に十和田八幡平国立公園十和田湖地域、中部山岳国立
公園南部地域、大山隠岐国立公園大山蒜山地域、やんばる国立公園の4か所を先端モデル事業の対象に
選定しました。これらの国立公園で利用の高付加価値化に向けた基本構想の検討に取り組んでおり、
2024年3月には、集中的に取り組む利用拠点の第一弾として十和田八幡平国立公園の休屋・休平地区
を選定しました。今後、国立公園満喫プロジェクトを全34国立公園に展開していく中で、得られた知
見を最大限活用し、国立公園のブランド化を進め、国内外からの誘客を促進するとともに、地域の経済
活性化や環境保全への再投資を促すことで、国立公園の保護と利用の好循環を実現します。

近年拡大している国立公園オフィシャルパートナー企業等によるネイチャーポジティブにつながる取組の
一部を紹介します。
○登山道保全活動

阿蘇くじゅう国立公園・杵島岳の登山道整備と草原再生に向け、ヤマップがアプリユーザーの参加促進、
クラウドファンディング支援を実施しました。また、ゴールドウインは、富士箱根伊豆国立公園内の登山道
整備への参加や近自然工法による登山道補修に関する、地域関係者向け勉強会の開催をサポートしています。
○保全活動への寄付の仕組み作り

イオンリテールが発行する電子マネーWAONにおいて「日本の国立公園WAONカード」を作成し、国
立公園の認知拡大とともに、カードの利用額の一部を国立公園内で活動する保全団体に寄付する仕組みを構
築しました。

コラム	 国立公園オフィシャルパートナー×ネイチャーポジティブ
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	 第3節	 炭素中立（ネット・ゼロ）

1.5℃目標の達成を目指し、炭素中立型経済社会への移行を加速することは重要といえます。我が国
は、1.5℃目標と整合的な形で、「2050年カーボンニュートラル」「2030年度46％削減、さらに50％
の高みに向けて挑戦を続ける」という目標を掲げており、2022年度時点で2013年度比22.9％削減と
着実に実績を積み重ねてきています。目標達成に向けて、2035年までの電力部門の完全又は大宗の脱
炭素化というG7の合意も踏まえつつ、地球温暖化対策計画、さらにはGX推進戦略等に基づき、徹底
した省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの最大限導入など脱炭素電源への転換を進めるととも
に、脱炭素成長型経済構造移行債（以下「GX経済移行債」という。）を活用した20兆円規模の先行投
資支援をはじめとする成長志向型カーボンプライシング構想の速やかな実現・実行等、引き続きあらゆ
る施策を総動員していきます。

一方、2050年ネット・ゼロ実現に向け、気候変動対策が世界全体として着実に実施され、世界の気
温上昇が1.5℃程度に抑えられたとしても、熱波のような極端現象や大雨等の変化は避けられないこと
から、現在生じている、又は将来予測される被害を回避・軽減するため、気候変動への適応や気候変動
の悪影響に伴う損失及び損害（ロス＆ダメージ）への対応についても、緩和策と同様に喫緊の課題とし
て取り組むことが必要です。このため、多様な関係者の連携・協働の下、気候変動適応法及び気候変動
適応計画を礎として気候変動適応策を着実に推進していきます。

我が国が有する技術・ノウハウを活用し、官民で連携しながら、世界規模でのネット・ゼロの実現に
貢献するとともに、新たな市場・需要を創出し、我が国の産業競争力を強化することを通じて、経済を
再び成長軌道に乗せ、将来の経済成長や雇用・所得の拡大につなげることが求められています。

	 1	 温室効果ガスの状況

（1）世界の温室効果ガス排出量
UNEP（国連環境計画）が公表する「Emissions 

Gap Report 2023」によれば、2022年の世界
の温室効果ガス総排出量は、前年から1.2％増加
し、全体でおよそ574億トンCO2となり、過去
最高に達しました（図2-3-1）。この増加率は、
2000年代の年平均増加率であった2.2％に比べ

	 図2-3-1	 世界の人為起源の温室効果ガス排出量
（1990-2022年）
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資料：UNEP「Emissions�Gap�Report�2023」より環境省作成

○木道を再利用した商品による保全への循環
三条印刷は、尾瀬国立公園において廃棄される木

道が無駄なく資源として再利用されている尾瀬木道
ペ ー パ ー を 使 用 し「 循 環 型 印 刷 商 品（OZE 
BOARDWALK project）」を販売。その収益の一部
を尾瀬の環境保全に寄付する取組を実施しています。
○観光自動車道における脱炭素化

国立・国定公園に多く存在する観光自動車道（道
路運送法に基づいて民間事業者が運営する一般自動
車道）が加盟する一般社団法人日本観光自動車道協
会と、日産自動車が連携協定を締結し、同協会に加
盟する観光自動車道におけるEV優遇施策を実施し
ています。

杵島岳の登山道整備の様子

資料：環境省
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ると鈍化傾向ですが、COVID-19パンデミック前の10年間（2010～2019年）の年平均増加率0.9％
をわずかに上回っています。大気中の温室効果ガス濃度は上昇が続いており、1.5℃目標達成のために
は、速やかで持続的な排出削減が必要であり、特に今後10年間の対策が重要であると述べています。

（2）我が国の温室効果ガス排出・吸収量
我が国の2022年度の温室効果ガス排出・吸収

量（温室効果ガス排出量から吸収量を引いた値）
は、10億8,500万トンCO2 換算であり、2021
年度から2.3％（2,510万トンCO2換算）減少し
ています（図2-3-2）。その要因としては、産業
部門、業務その他部門、家庭部門における節電や
省エネ努力等の効果が大きく、全体では、エネル
ギー消費量が減少したこと等が挙げられます。ま
た、2013年度からは22.9％（3億2,210万トン
CO2換算）減少し、オントラック（2050年ネッ
ト・ゼロに向けた順調な減少傾向）を継続してい
ます。

2022年度の森林等からの吸収量は、5,020万トンCO2換算で、2021年度比6.4％の減少となりまし
た。これは、人工林の高齢化による成長の鈍化等が主な要因と考えられます。

なお、2022年度の温室効果ガス排出・吸収量の国連への報告においては、世界で初めて、ブルー
カーボン生態系の一つである海草藻場及び海藻藻場の吸収量を合わせて算定し、約35万トンCO2の値
を報告したほか、環境配慮型コンクリートについても、同じく世界で初めて吸収量（CO2固定量）を
算定し、約17トンCO2の値を報告しました。

海草や海藻といった沿岸及び海洋の生態系は、光合成を行う際に二酸化炭素を吸収・固定することができ
るため、「ブルーカーボン生態系」という名称で、地球温暖化対策の新たな切り札の一つとして注目されてい
ます。

ブルーカーボン生態系の生育は、海水を通じた二酸化炭素の吸収・固定につながるだけでなく、水質の改
善、生態系の保全、地域ぐるみの環境教育の場としての活用、漁場環境の維持・改善等、多面的な価値を有
しています。

我が国は、2050年ネット・ゼロ（温室効果ガス排出の実質ゼロ）、循環経済（サーキュラーエコノミー）、
自然再興（ネイチャーポジティブ）という3つの統合的推進を目指しており、ブルーカーボンに関する取組
は、まさにこの統合的推進に向けた非常に重要な取組として、政府を挙げて推進していくこととしています。

ブルーカーボン生態系
潮汐湿地（塩性湿地・干潟）マングローブ林 藻場（海草・海藻）

資料：�UNEP報告書「Blue�Carbon：The�Role�of�Healthy�Oceans�in�Binding�Carbon」、環境省

コラム	 多様な価値を持つブルーカーボン生態系

	 図2-3-2	 我が国の温室効果ガス排出・吸収量
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資料：環境省
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	 2	 GXの実現に向けて

GXの実現を通して、2030年度の温室効果ガス46％削減や2050年ネット・ゼロの国際公約の達成
を目指すとともに、安定的で安価なエネルギー供給につながるエネルギー需給構造の転換の実現、さら
には、我が国の産業構造・社会構造を変革し、将来世代を含む全ての国民が希望を持って暮らせる社会
を実現すべく、官民の持てる力を総動員し、GXという経済、社会、産業、地域の大変革に挑戦してい
きます。

将来にわたってエネルギー安定供給を確保するためには、エネルギー危機に耐え得る強靱
じん

なエネル
ギー需給構造への転換が必要です。そのため、化石エネルギーへの過度な依存からの脱却を目指し、エ
ネルギーの安定供給の確保を大前提として、徹底した省エネの推進、再エネの主力電源化、原子力の活
用等に取り組んでいきます。

また、国際公約達成と、我が国の産業競争力強化・経済成長の同時実現に向けては、様々な分野で投
資が必要となります。その規模は、一つの試算では今後10年間で150兆円を超えるとされ、この巨額
のGX投資を官民協調で実現するため「成長志向型カーボンプライシング構想」を速やかに実現・実行
していく必要があります。具体的には、「成長志向型カーボンプライシング構想」の下、「GX経済移行
債」等を活用した20兆円規模の大胆な先行投資支援（規制・支援一体型投資促進策等）を行っていく
とともに、カーボンプライシング（排出量取引制度・炭素に対する賦課金）によるGX投資先行インセ
ンティブ及び新たな金融手法の活用の3つの措置を講ずることとされています。

これらの早期具体化及び実行に向けて、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
案（GX推進法案）」、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一
部を改正する法律案（GX脱炭素電源法）」が2023年5月に成立し、同年7月には、GX推進法に基づ
いて「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」（GX推進戦略）を閣議決定しました。また、同年10月に
は、東京証券取引所において、カーボン・クレジット市場が開設され、J-クレジットを対象とした売買
が開始されました。さらに、同年12月、「GX経済移行債」を活用した「投資促進策」の具体化に向け
て、重点分野ごとのGXの方向性や投資促進策等を示した、分野別投資戦略を取りまとめました。
2024年2月には、GX経済移行債の個別銘柄であるクライメート・トランジション利付国債の初回入
札が行われました。調達された約1.6兆円は、令和4年度補正予算及び令和5年度当初予算の該当事業
に充当される予定です。今後も、これらの「成長志向型カーボンプライシング構想」の実行により、官
民協調でのGX投資を促進するなど、我が国のGXへの取組を加速していきます。

	 3	 地域の脱炭素移行

（1）脱炭素先行地域づくり
2050年ネット・ゼロの実現に向けて、特に地域の取組と密接に関わる「暮らし」や「社会」分野で

の施策を中心に取りまとめた「地域脱炭素ロードマップ」（2021年6月国・地方脱炭素実現会議決定）
に基づき、脱炭素先行地域の実現を進めています。脱炭素先行地域とは、民生部門（家庭部門及び業務
その他部門）の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほか
の温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて
実現する地域であり、全国で脱炭素の取組を展開していくためのモデルとなる地域です。2025年度ま
でに少なくとも100か所選定し、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、
2030年度までに取組を実行します。これにより、農村・漁村・山村、離島、都市部の街区など多様な
地域において、地域課題を同時解決し、地方創生に貢献します。2023年度までに4回の募集により73
の脱炭素先行地域を選定しています（写真2-3-1、写真2-3-2、写真2-3-3、図2-3-3）。
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	写真2-3-1	 伊藤信太郎環境大臣の松本尼崎市長（第
１回脱炭素先行地域）と久須阪神電気鉄
道社長（共同提案者）との対談（経過報
告）の様子

資料：環境省

	写真2-3-2	 八木哲也環境副大臣による脱炭素先行地
域（真庭市:第１回脱炭素先行地域）の
視察の様子

資料：環境省

	写真2-3-3	 第４回脱炭素先行地域選定証授与式の様子

資料：�環境省
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	 図2-3-3	 脱炭素先行地域の選定状況

梼原町、黒潮町

脱炭素先行地域（73提案）

年度別選定提案数（共同で選定された市町村は1提案としてカウント、括弧内は応募提案数）
R4

第1回 第2回
26

（79）
19
（50）

R5
第3回 第4回
16
（58）

12
（54）

中部ブロック（10提案、1県10市村）
富山県　高岡市
福井県　敦賀市

岐阜県　高山市

長野県　松本市、上田市、飯田市、
小諸市、生坂村

愛知県　名古屋市、岡崎市･愛知県

四国ブロック（4提案、5市町村）
高知県　須崎市・日高村、北川村、

北海道ブロック（6提案、6市町）
札幌市、苫小牧市、石狩市、奥尻町、
上士幌町、鹿追町

東北ブロック（9提案、2県9市町村）
青森県　佐井村
岩手県　宮古市、久慈市、紫波町
宮城県　仙台市、東松島市
秋田県　秋田県・秋田市、大潟村
福島県　会津若松市・福島県

九州・沖縄ブロック（11提案、1県29市町村）
福岡県　北九州市他17市町、うきは市
長崎県　長崎市
熊本県　熊本県・益城町、球磨村、あさぎり町
宮崎県　延岡市
鹿児島県　日置市、知名町・和泊町
沖縄県　宮古島市、与那原町

中国ブロック（8提案、9市町村）
鳥取県　鳥取市、米子市・境港市
島根県　松江市、邑南町
岡山県　瀬戸内市、真庭市、西粟倉村
山口県　山口市

近畿ブロック（10提案、1県10市町）

滋賀県　湖南市・滋賀県、米原市･滋賀県
京都府　京都市
大阪府　大阪市、堺市
兵庫県　姫路市、尼崎市、加西市、淡路市
奈良県　生駒町

関東ブロック（15提案、1県16市町村）

栃木県　宇都宮市・芳賀町、日光市、那須塩原市
群馬県　上野村

茨城県　つくば市

埼玉県　さいたま市
千葉県　千葉市、匝瑳市
神奈川県　横浜市、川崎市、小田原市
新潟県　佐渡市･新潟県、関川村
山梨県　甲斐市
静岡県　静岡市

資料：環境省

（2）脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施
「地域脱炭素ロードマップ」に基づくもう一つの施策の柱が、脱炭素の基盤となる重点対策の全国展

開です。2030年度目標及び2050年ネット・ゼロの実現に向けては、脱炭素先行地域だけでなく、全
国各地で、地方公共団体・企業・住民が主体となって、排出削減の取組を進めることが必要です。あら
ゆる対策・施策を脱炭素の視点をもって取り組むことが肝要ですが、特に、屋根置きなど自家消費型の
太陽光発電の導入、住宅・建築物の省エネルギー性能の向上、ゼロカーボン・ドライブの普及等の脱炭
素の基盤となる重点対策の複合実施について、国も複数年度にわたって包括的に支援しながら各地の創
意工夫を凝らした取組を横展開し、全国津々浦々で実施していくことにしています。2023年度までに、

「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」にて、110の地方公共団体における脱炭素の基盤となる重点対
策の加速化を支援しました。

（3）地域脱炭素のための国の積極支援
地域の脱炭素化に向けて、国は、人材、情報・技術、資金の面から積極的に支援していく方針です。
人材面では、環境省において、地域の脱炭素を進める人材育成のための研修を行っているほか、地方

公共団体と企業のネットワークを構築するためのマッチングイベントの開催、地方公共団体への「脱炭
素まちづくりアドバイザー」の派遣を行っています。また、内閣府において、地方創生人材支援制度に
よりグリーン専門人材の派遣を行うほか、総務省と環境省において、自治大学校の協力を得て地方公共
団体職員向けの地域脱炭素に係る研修を行うなど、関係省庁と連携して、人的な支援を行っています。

情報・技術面では、再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）により、地域再生可能エネル
ギーの案件形成の基盤として、自治体支援に向けたサイト改修を行うとともに、地域経済循環分析ツー
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ルを提供し、再生可能エネルギーなど地域資源を活用し、地域のお金がどうしたら地域で循環するかと
いう地域経済循環の考え方を普及させ、地方公共団体による地域に貢献する脱炭素事業の計画を促進し
ています。

資金面では、2022年度当初予算に創設した脱炭素先行地域づくりや脱炭素の基盤となる重点対策を
支援する「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を増額するとともに、脱炭素先行地域において民間裨

ひ

益型自営線マイクログリッドを構築する地域における排出削減効果の高い主要な脱炭素製品・技術の導
入を支援するために2023年度に創設された「特定地域脱炭素移行加速化交付金」も増額を行い、それ
らを合わせ「地域脱炭素推進交付金」として2024年度当初予算に計上しており、民間と共同して意欲
的に脱炭素に取り組む地方公共団体を支援していきます。また、総務省において2023年度に創設した
脱炭素化推進事業債について、再生可能エネルギーの地産地消を一層推進するため、2024年度から地
域内消費を主たる目的とする場合、第三セクター等に対する補助金を対象に追加することとしました。
加えて、地域における再エネの最大限の導入を促進するため、地方公共団体による脱炭素社会を見据え
た計画の策定等を補助する「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事
業」を実施しています。

国の積極支援に当たっては、地域の実施体制に近い立場にある国の地方支分部局（地方農政局、森林
管理局、経済産業局、地方整備局、地方運輸局、地方環境事務所等）が水平連携し、各地域の強み・課
題・ニーズを丁寧に吸い上げて機動的に支援を実施します。具体的には、各府省庁が持つ支援ツールと
支援実績・実例等の情報を共有し、協同で情報発信や地方公共団体等への働きかけを行います。また、
複数の主体・分野が関わる複合的な取組に対しては各府省庁の支援ツールを組み合わせて支援等に取り
組みます。さらに、2022年度から、地方環境事務所に地域脱炭素創生室を創設することで、こうした
関係府省庁との連携も通じた脱炭素先行地域づくりについて、地方公共団体が身近に相談できる窓口体
制を確保し、相談対応や案件の進捗状況を地方支分部局間で共有しながら連携して対応しています。

（4）地域脱炭素化促進事業、再エネ促進区域
地域の脱炭素化を進めていく上では、再生可能エネルギーの利用の促進が重要ですが、一部の再エネ

事業では環境への適正な配慮がなされず、また、地域との合意形成が十分に図られていないことなどに
起因した地域トラブルが発生し、地域社会との共生が課題となっています。脱炭素社会に必要な水準の
再エネ導入を確保するためには、再エネ事業について適正に環境に配慮し地域における合意形成を促進
することが必要です。

このため、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和3年法律第54号）によ
り、再エネの利用と地域の脱炭素化の取組を一体的に行うプロジェクトである地域脱炭素化促進事業が
円滑に推進されるよう、市町村が再エネ促進区域の設定や、再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の
取組を自らの地方公共団体実行計画に位置付け、適合する事業計画を認定する仕組みが2022年4月に
施行されました。2023年10月1日時点で全国16か所の市町村で促進区域が設定されるとともに、環
境保全と地域経済への発展等を考慮した地域脱炭素化促進事業計画の認定も始まるなど、広がりを見せ
つつあります。

さらに、2023年4月から「地域脱炭素を推進するための地方公共団体実行計画制度等に関する検討
会」を開催し、地域脱炭素化促進事業制度の施行状況等を踏まえ、地域共生型再エネの推進（5.（2）
地域共生型再エネの導入　参照）を中心に、地域脱炭素施策を加速させる地方公共団体実行計画制度等
の在り方について議論を行い、2023年8月にとりまとめを公表しています。

このとりまとめ等も踏まえて、地域共生型再エネの導入促進に向けて、都道府県の関与強化による地
域脱炭素化促進事業制度の拡充を含む「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」
を2024年3月に閣議決定し、第213回国会に提出しました。国は今後も、地方公共団体における再生
可能エネルギーの導入計画の策定や、再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等を行う取組への支
援等とともに促進事業に向けた事業者の支援を行い、地域共生型再エネ導入を促進していきます。
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（5）株式会社脱炭素化支援機構、地域金融機関を通じた支援
ネット・ゼロ実現のためには、国の支援と合わせて、民間金融機関や機関投資家等による積極的な

ファイナンスが必要です。2022年10月に、脱炭素事業に意欲的に取り組む民間事業者等を集中的、
重点的に支援するため、財政投融資を活用した株式会社脱炭素化支援機構が設立されました。地域共
生・地域貢献型の再エネ事業、食品・廃材等バイオマス利用など様々な脱炭素事業やスタートアップ
に、株式会社脱炭素化支援機構が資金供給を行うことで、民間資金の「呼び水」につなげることが可能
となります。脱炭素に必要な資金の流れを太く、速くし、経済社会の発展や地方創生への貢献、知見の
集積や人材育成等、新たな価値の創造に貢献します。2024年3月末までに株式会社脱炭素化支援機構
より、15件の支援決定の公表を行っています（図2-3-4）。さらに、株式会社脱炭素化支援機構の出資
者である地域の金融機関を核とし、株式会社脱炭素化支援機構と連携した地域コンソーシアム形成等を
通じた脱炭素事業の組成を支援する取組を進めます。

地域経済を資金面から支える地域金融機関は、地域の持続可能性が自らの経営に直結する存在でもあ
り、経済社会構造がネット・ゼロに向かっていく中で、取引先の企業と共に具体的な対応を考えていく
ことが期待されています。そのため、地域の脱炭素化にとって、地域の主体、とりわけ地域金融機関と
の連携は極めて重要です。地域金融機関が地域内企業のハブとなって脱炭素社会への移行を推進してい
くことで、投融資先を皮切りに企業行動を変革していくことが可能となります。実際、これまでに選定
された脱炭素先行地域の共同提案者として地域金融機関が加わっている事例が複数あります。

環境省では、「地域におけるESG金融促進事業」において、先進的な地域金融機関による取組を伴走
支援することで、地域課題の解決や、地域資源を活用したビジネス構築のモデルづくりを推進していま
す。また、気候変動対応に関する情報開示の枠組みであるTCFD提言に基づく情報開示に関して、専
門的知見の提供等を通じて地域金融機関による課題解決の取組を支援しています。さらに、地域脱炭素
に資する設備投資向け貸出の利子や、脱炭素機器のリース導入にかかる総リース料について、それらの
一部を環境省が負担する補助金制度を通じて企業の資金調達コスト・投資コストを低減し、地域金融機
関による企業の脱炭素化の後押しを図っています。

加えて、企業の脱炭素に向けた取組に関して専門的なアドバイスを行う人材に対するニーズの高まり
を踏まえ、人材の育成に資する民間資格制度について認定を行う枠組みを設けています。2023年3月
末には温室効果ガスの排出量計測や削減対策支援、情報開示に関する知識やノウハウ等に関して、資格
制度が提供すべき学習プログラムの要件をまとめた「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」
を公表しました。本ガイドラインに基づき、2023年10月には「環境省認定制度　脱炭素アドバイザー　
ベーシック」の類型について、5社の認定付与を行っています（図2-3-5）。
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	 図2-3-4	 株式会社脱炭素化支援機構の概要
脱炭素に資する多様な事業への投融資（リスクマネー供給）を行う官民ファンド

「株式会社　脱炭素化支援機構」設立

脱炭素に必要な資金の流れを太く・早くし、地方創生や人材育成など価値創造に貢献

（地球温暖化対策推進法に基づき2022年10月28日に設立）

組織の概要
【設立時出資金】204億円
O民間株主（82社、102億円）：

O出資、メザニンファイナンス（劣後ローン等） 、
　債務保証等を実施。

O再工ネ・蓄工ネ・省工ネ、資源の有効利用等、
脱炭素社会の実現に資する幅広い事業領域を対象。

・金融機関：日本政策投資銀行、3メガ銀、
　　　　　　地方銀行など57機関
・事業会社：エネルギー、鉄鋼、化学など25社

・R4：最大200億円（設立時資本金102億円含む）
・R5：最大400億円＋政府保証（5年未満）200億円

O国（財政投融資（産業投資）、設立時102億円）

支援対象・資金供給手法

財政投融資
（産業投資）

金融機関・
企業等 環境大臣

出資・メザニン・
債務保証等

金融機関・企業等

出資・融資
【エネルギー起源CO₂削減】 【エネ起CO₂削減以外】投

資
分
野

●再工ネ・省エネ設備
●再エネ・省エネ設備とその他の設備
　を一体で導入する事業
●普及拡大段階の大規模事業

（想定事業イメージ例）
・地域共生・裨益型の再生可能エネルギー開発・プラスチックリサイクル等の資源循環
・火力発電のバイオマス・アンモニア等の混焼・森林保全と木材・エネルギ一利用　等

●資源循環
　（廃棄物焼却CO₂削減）
●森林吸収源対策

出資

株式会社　脱炭素化支援機構

出資 各種認可、監督命令
支援基準策定

資料：環境省

	 図2-3-5	 脱炭素アドバイザー資格制度の認定事業

脱炭素アドバイザー資格制度の認定スキーム

民間資格制度
認定

試験合格者へ
資格付与

環境省認定制度
脱炭素アドバイザー 名刺にも記載可能

民間資格制度

民間資格制度
・
・
・

■企業が自社の温室効果ガス排出量を計測し、それに基づく削減対策を進めるためには、企業の内部人材または外部の
適切なアドバイザーが相応の知識を持った上で対応を進めることが必要。

■脱炭素に関する人材育成促進を目的として、環境省による「脱炭素アドバイザー」資格制度の認定事業を創設し、ガ
イドラインに適合した適切な民間資格の取得を促す。

■企業内部でサステナビリティや脱炭素等の対応を行う担当者や、金融機関の営業職、自治体の職員、経営コンサル業
の方々など、幅広い業種における脱炭素人材育成をサポートしていく。

環境省認定制度
脱炭素シニアアドバイザー

環境省認定制度
脱炭素アドバイザー　アドバンスト

環境省認定制度
脱炭素アドバイザー　ベーシック

企業の脱炭素経営に対し、包括的なアドバイス（GHG排出量計測の方法、削減手法の
例示、削減による排出コストの低減と移行措置コストの考え方など）を提供できること

企業に対し、脱炭素の経営上の重要性（リスク・機会）、GHG排出量の計測方法や企業
共通の削減手法を説明できること

企業に対し、気候変動対応の必要性を説明でき、脱炭素経営・排出量削減に関する企業
からの相談内容を正しく把握できること

３段階の資格類型と期待されるスキル・役割

企業のGHG排出量計測や脱炭素化の実践・アドバイス等を推進

脱炭素アドバイザー
資格制度認定ガイドライン
脱炭素アドバイザー

資格制度認定ガイドライン
脱炭素アドバイザー

資格制度認定ガイドライン
脱炭素アドバイザー

資格制度認定ガイドライン

資料：環境省

（6）地域の中小企業の脱炭素化支援
我が国の企業数の圧倒的多数を占め、従業員数でも全国の7割を占める中小企業の脱炭素化も、地域

の脱炭素化を進めていく上で重要です。
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2050年ネット・ゼロ社会実現に向けた取組は、自社の温室効果ガス（GHG）排出量削減に留まら
ず、サプライチェーン全体へと広がっています。この広がりは、中小企業にも及んでおり、サプライ
チェーン内の中小企業に対するGHG排出量の開示や削減を促す動きが広がっています。先行して脱炭
素の視点を織り込んだ企業経営（脱炭素経営）に取り組む中小企業では、優位性の構築、光熱費・燃料
費の低減、知名度・認知度向上、社員のモチベーションアップ、好条件での資金調達といったメリット
を獲得しています。

環境省では、2020年度から3か年、中小規模事業者に対し、GHG排出量削減目標設定支援モデル
事業（計22事業者）の実施及び「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック」等の公表を進
めてきました。引き続き地域ごとに多様性のある事業者ニーズを踏まえて、［1］地域ぐるみでの支援
体制の構築、［2］算定ツールの提供等による見える化支援、［3］削減目標・計画の策定、脱炭素設備
投資に取り組んでいきます。

具体的には、普段から中小企業との接点を持っている地域金融機関・商工会議所等の経済団体等と地
方公共団体が連携し、地域内の中小企業の脱炭素経営普及を目指す、地域ぐるみでの支援体制構築に向
けたモデル事業において、2023年度は全国16件のモデル地域を採択し、各地域特性を活かして支援体
制構築に向けた取組を推進しています。また、事業者に対するGHG排出量の算定ツールの提供ならびに
算定したGHG排出量を公表するプラットフォームのリリース、削減計画策定支援（モデル事業やガイド
ブック等）、脱炭素化に向けた設備更新への補助、ESG金融の拡大等による支援を実施していきます。

あまがさきエリア	ものづくりパビリオン（2023年12月）

資料：兵庫県尼崎市

神奈川県川崎市は、脱炭素社会の実現と産業競争
力の維持・強化の両立を図る施策の一つとして、中
小企業の脱炭素化を推進しており、2023年9月に
は川崎市、川崎商工会議所、川崎市産業振興財団、
金融機関等が連携し、「川崎市脱炭素経営支援コン
ソーシアム」を創設しました。本コンソーシアムで
は、参画団体の人材育成と事業者支援に取り組むこ
ととしており、2023年度に開催した2回の全体会
では、中小企業の脱炭素経営を支援する人材の育成
やGHG排出量削減計画の策定を支援する事業等の
展開について議論しました。

兵庫県尼崎市は、地域資源や人のつながりを活か
した環境のまちづくり活動を、尼崎市、尼崎信用金
庫、尼崎商工会議所、尼崎経営者協会、（協）尼崎
工業会、（公財）尼崎地域産業活性化機構による通
称「AG6」という連携体で実施しています。2023
年12月、脱炭素経営をテーマとする地域一体型オー
プンファクトリー「あまがさきエリア モノづくり
パビリオン」を開催し、中小企業が実践する具体的
な方法を学ぶきっかけとして、2日間で641人が脱
炭素経営に取り組む地元企業を訪問しました。脱炭
素経営にチャレンジする市内企業の魅力発信と地域
産業の活性化を通じて、その輪を広げています。

事例	 地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業

川崎市脱炭素経営支援コンソーシアム	第１回全体会（2023年
９月）

資料：神奈川県川崎市
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環境省及び国土交通省は、優れた脱炭素型の都市
の開発事業を表彰し、都市部における脱炭素型の都
市づくりを促進することを目的として、2023年度

「脱炭素都市づくり大賞」を創設しました。
環境大臣賞を受賞した「イオンモール豊川」は、

延べ床面積10万m2 以上の施設として初めてZEB 
Ready認証を受けており、商業施設の脱炭素のモデ
ルといえる高い省エネ性能を有しています。また、
資源循環の観点で、オンサイト型バイオガス発生設
備及びコージェネレーション設備を設置し、施設内
で出る食品残渣を電力・温水として活用し、廃棄物
を大幅に抑制しています。さらに、自宅の再エネで
充電したEVから建屋内へ放電を行うことを目的と
したV2B設備を導入し、対価としてショッピングに利用できるポイントを付与することにより、EVを媒体
とした地域内再エネ融通を促進しており、EV保有者の行動変容に大きく寄与しています。

これらの観点から、総合的に特に優れた取組であるとして高く評価されました。

事例	 脱炭素都市づくり大賞

イオンモール豊川

資料：イオンモール株式会社

	 4	 住宅・建築物、物流・交通の脱炭素移行

（1）Z
ゼ ッ チ
EH・Z

ゼ ブ
EB

地球温暖化対策計画の中では、2030年度において、家庭部門は2013年度比で66％、業務部門では
2013年度比で51％のエネルギー起源CO2を削減する野心的な目標が設定されています。住宅・建築
物は一度建築されるとストックとして長期にわたりCO2排出に影響することから、2050年ネット・ゼ
ロに向けて、今から住宅・建築物の脱炭素化に取り組むことが不可欠です。

新築の住宅及び建築物に関しては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年
法律第53号。）を改正し、省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅及び小規模建築物の省エネル
ギー基準への適合を2025年度までに義務化するとともに、2030年度以降新築される住宅及び建築物
についてZ

ゼ ッ チ
EH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・Z

ゼ ブ
EB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）基準

の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準の引上げや、省エネルギー基準の段階的
な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施することとしています。これらの制度的措置に加え、
新築される住宅及び建築物のZ

ゼ ッ チ
EH・Z

ゼ ブ
EB化に対する補助事業を実施しています。

また、全国に既に存在する住宅の約8割、ビルや学校等の建築物の約6割が現行の省エネルギー基準
を満たしていません。これら膨大な数の住宅・建築物ストックの脱炭素化改修への投資は、新たな市場
を創出し、経済成長にも資するものです。このため、経済産業省、国土交通省及び環境省では、GX予
算も一部活用しつつ、既存の住宅及び建築物の省エネ性能向上のための補助事業を実施しています。特
に既存住宅に関しては、経済産業省、国土交通省及び環境省の住宅の省エネリフォームのための補助事
業をワンストップで利用可能（併用可）とし、利便性の向上に努めることで、より一層の省エネリ
フォームの促進を図っています。
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環境省では、脱炭素社会実現に向けて、窓・壁等
と一体になった太陽光発電システムの実用化や性能
向上、既存建築物の省エネ改修等の技術開発・実証
を実施しています。2022年度に採択された大成建
設の事業では、カラーガラスを使用した高意匠・高
性能な建材一体型太陽光発電システム、業務用マル
チエアコンを用いた省エネ制御システム、人検知セ
ンサによる空調照明制御システムリニューアル工事
用及び再エネ活用マネジメントシステム（EMS）の
開発を行っています。また、既存建築物のZ

ゼ ブ
EB化モ

デルについて、リニューアルZ
ゼ ブ
EB化工事を実施した

大成建設横浜支店ビルを活用して実証し、普及拡大
を目指します。

事例	 リニューアルZ
ゼ ブ
EB

建材一体型太陽光発電設備を活用したリニューアルZEB実証
（大成建設株式会社横浜支店）

資料：大成建設

（2）ゼロエミッション船等の建造促進
内航海運からの二酸化炭素排出量は、運輸部門の5.3％、日本全体の0.98％を占めています。また、

国際海運からの二酸化炭素排出量は、世界全体の二酸化炭素排出量のうち1.9％を占めており、造船国
である我が国は、国際海運の二酸化炭素排出量の削減への貢献が期待されています。ネット・ゼロの実
現には、水素・アンモニア燃料等を使用するゼロエミッション船等の普及促進が必要であることから、
エンジン等の生産基盤の構築・増強及びそれらの設備を搭載（艤

ぎ
装）する設備整備のための投資等を支

援し、ゼロエミッション船等の供給体制の整備を図ります。

（3）商用車の電動化
運輸部門は日本全体の二酸化炭素排出量の約2割を占め、そのうちトラック等の商用車の排出量は約

4割を占めていることから、商用車の脱炭素移行は不可欠です。GX実現に向けた基本方針では、商用
車について、8トン以下の車両は2030年までに新車販売に占める電動車（EV、PHEV、FCV等）の
割合を20～30％とする、8トン超の車両は2030年までに電動車を5,000台先行導入するという目標を
設定しています。2050年ネット・ゼロに向けて、当面はこの目標の達成を目指して商用車の電動化を
進め、運輸部門の二酸化炭素排出量削減に取り組みます。
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鉄道は、輸送量当たりの二酸化炭素の排出量が自
家用自動車の約2割程度と他の交通機関より少なく、
列車の運転事故に係る死者数は2022年で道路交通
事故の死者数の約7.6％（乗客の死亡数はゼロ）と、
安全性が高い特長を有しています。

我が国の三大都市圏と地方都市圏の平日における
交通手段構成比を比較すると、鉄道利用者の割合は、
三大都市圏で14.2％に対し、地方都市圏で3.7％し
かありません。地方都市圏においては、人口減少と
モータリゼーションの進展（都市のスプロール化に
伴い日常生活において自動車の利用が前提となる地
域に住む人が増加したことも一つの原因と考えられ
ます。）によって、地域公共交通の利用者が減少することにより、交通事業者の経営状況が圧迫され、路線を
廃止せざるを得ないなど、維持が困難な状況にあります。その結果、さらに自家用車依存を高め、高齢者が
自ら自家用自動車を運転せざるを得ないなど、地方における生活の質の低下をもたらし、過疎化を進行させ
るなどの悪循環を招く可能性があります。

一方、欧州委員会においては、交通及びモビリティに関する持続可能で統合的な計画である「持続可能な
都市モビリティ計画（SUMP）」の策定を推奨し、そのガイドラインを公表しています。本計画では、地球温
暖化問題や社会的公平性を考慮しながら、「どのような都市にしたいのか」というビジョンを定め、そこから
バックキャストする形で施策を講じることで、アクセシビリティと人々の生活の質（QOL）を向上させるこ
とを目指しています。その際には、公共交通と自転車、徒歩の交通手段分担率を高めることが一つの主要な
目標となります。各地域の実情に合わせて、目標達成のための具体的な施策が、例えば以下のように計画さ
れます。

・公共交通、徒歩、自転車、シェアモビリティを統合することによる移動の利便性向上
・徒歩、自転車の移動の推奨による利用者の健康等の改善
・バスやタクシーの電動化による大気環境の改善、温室効果ガス排出削減
・公共交通の利用料の無料化・低廉化による利用促進
・交通手段の統合、土地利用計画や他のセクターの各種計画（環境、健康、経済対策）との統合

コラム
	 公共交通の活用と「持続可能な都市モビリティ計画（Sustainable	Urban	

Mobility	Plans（SUMP））」について

三大都市圏と地方都市圏の交通手段構成比
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自動二輪車 自転車 徒歩

資料：�国土交通省「令和３年度全国都市交通特性調査集計結果」（令和5年
11月28日）より環境省作成

	 5	 再生可能エネルギーの最大限の導入

（1）公共施設における太陽光発電の導入
2050年ネット・ゼロや2030年度温室効果ガス削減目標の達成に向けては、公共部門の率先した取

組が重要です。特に太陽光発電については、2021年10月に改定した「政府実行計画」において、
2030年度までに設置可能な政府保有の建築物の約50％以上に設置することを目指しており、各府省庁
において導入に向けた取組を進めています。地球温暖化対策計画において、地方公共団体についても、
地球温暖化対策推進法に基づく「地方公共団体実行計画」を策定し、政府実行計画に準じた取組を進め
ることとされており、こうした取組を促進するために、レジリエンス強化型のZEBの普及促進に向け
た支援や公共施設への太陽光発電設備・蓄電池等の導入支援等を行っています。また、自治体職員向け
に、初期費用及びメンテナンスが不要であり、設備設計も民間提案とすることが可能である「第三者所
有モデル」による導入についての手引きや事例集、公募要領のひな型等を公表しています。

公共部門の太陽光発電導入等に関する必要な検討や取組の円滑な実施を図るため、「公共部門等の脱
炭素化に関する関係府省庁連絡会議」を2023年9月に設置し、各府省庁が連携して取組を進めること
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としています。
また、次世代型太陽電池（ペロブスカイト）については、需要創出の観点も含め、公共施設における

導入に向けた取組を進めます。

（2）地域共生型再エネの導入
再生可能エネルギーの最大限導入に当たっては、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型

の再エネ事業を進めることが重要です。そのため、脱炭素と地方創生の同時実現を目指す脱炭素先行地
域、地域共生・地域裨

ひ
益型再エネの立地等の重点対策を始めとした地域主導の脱炭素の取組を、財政・

人材・情報等の面から支援します。また、地域脱炭素化促進事業制度も活用しながら、再生可能エネル
ギー促進に向けたゾーニングを推進し、地域企業の脱炭素化支援を含めて地域共生型再エネの利活用を
促進します（「3．地域の脱炭素移行」参照）。さらに、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度によ
り、地域の声を踏まえた適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでまいります。

（3）自家消費型太陽光の導入
初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、太陽光発電設備・蓄

電池の価格低減を促進しながら、ストレージパリティ（太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入
しないよりも蓄電池を導入したほうが経済的メリットがある状態）の達成を目指します。また、窓・壁
や営農地等これまで活用が進まなかった場所に対して太陽光発電等の新たな設置手法の活用を促進して
いきます。

（4）浮体式洋上風力の利活用
遠浅の海域の少ない我が国では、水深の深い海域に適した浮体式洋上風力の導入拡大が重要です。長

崎県五島市の実証事業において風水害にも耐え得る浮体式洋上風力が実用化されたことを活かし、確立
した係留技術・施工方法等を基に普及啓発を進めています。浮体式洋上風力の導入に当たっては、環境
保全・社会受容性の確保や、維持管理や使用後の破棄など多様な観点からの検討が不可欠です。今後
も、脱炭素化と共に自立的なビジネス形成が効果的に推進されるよう、エネルギーの地産地消を目指す
地域における浮体式洋上風力発電の導入計画策定の支援や漁業関係者等の理解醸成に資する海洋生態系
観測システムの実証に取り組みます。

（5）風力発電に係る環境影響評価制度の適正な在り方
再生可能エネルギーの最大限の導入に向けて、地域における合意形成を図り環境への適正な配慮を確

保することが重要であり、環境影響評価制度の重要性はますます高まっています。再生可能エネルギー
の中でも今後の導入拡大が期待される風力発電のうち、とりわけ洋上風力発電については、再生可能エ
ネルギーの主力電源化の切り札として推進していくことが期待され、海洋再生可能エネルギー発電設備
の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成30年法律第89号。以下「再エネ海域利用法」とい
う。）により洋上風力発電の導入促進が図られています。他方、再エネ海域利用法と環境影響評価法（平
成9年法律第81号）の両方の法律が並行して適用されることにより、複数の課題が指摘されています。

こうした状況を踏まえ、2023年9月、環境大臣から中央環境審議会に対し、風力発電に係る環境影
響評価の在り方について諮問がなされ、当該諮問に対する一次答申として、まずは、再エネ海域利用法
に基づき実施される洋上風力発電（排他的経済水域で実施されるものも含む。）に係る適正な環境配慮
を確保するための新たな制度の在り方として、両法律が適切に接続できる仕組みが示されました。

具体的には、
・環境大臣が実施する調査の結果に基づき事業実施区域が選定されることによって、より適正な環境

配慮の確保が可能になること
・事業者が実施する環境影響評価手続については、一部の手続を適用除外とした上で、環境大臣の調

51第3節　炭素中立（ネット・ゼロ）

第

2
章

R6_環境白書_01部-総説-02章.indd   51R6_環境白書_01部-総説-02章.indd   51 2024/05/22   10:57:272024/05/22   10:57:27



査結果等を考慮し、残りの手続を実施すること
などが示されました。

この結論を踏まえ、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
の一部を改正する法律案」を2024年3月に閣議決定し、第213回国会に提出しました。

また、陸上風力発電についても、2022年度に取りまとめた新制度の大きな枠組みを基礎とし、適正
な環境配慮を確保しつつ、地域共生型の事業を推進する観点から、地域の環境特性を踏まえた効率的・
効果的な環境影響評価が可能となるよう、環境影響の程度に応じて必要な環境影響評価手続を振り分け
ることなどを可能とする新たな制度の検討を進めてまいります。

環境省では、レーダー等を用いて鳥類の飛翔軌跡をモニタリングする技術の実証事業を、千葉県いすみ市
で実施しています。陸域において風力発電による鳥類への影響を評価する場合は、目視による定点観察等に
より、生息状況や生息範囲の把握が可能であり、鳥類の衝突（バードストライク）のリスクを評価するため
の情報を取得することが可能です。一方、海域の場合には、調査範囲が広いため、船舶や航空機による調査
が一般的ですが、これらの調査手法は調査頻度や調査範囲に限界があるため、バードストライクのリスクを
評価するための情報の取得が課題となっています。今回用いるレーダーは、昼夜を問わずに通年で広範囲の
鳥類を同時に追尾することができるため、観測が難しかった洋上での鳥類の飛行軌跡、飛行状況を把握する
手法として期待されています。

レーダーで取得した鳥類の飛翔軌跡データ例

資料：環境省

千葉県いすみ市に設置したレーダー

資料：�環境省

コラム
	 洋上風力発電による鳥類への影響をモニタリングするための	

新たな技術開発

（6）自然と調和した地域共生型の地熱開発に向けて
地熱発電は、発電量が天候等に左右されないベースロード電源となり得る再生可能エネルギーであ

り、我が国は世界第3位の地熱資源量を有すると言われていることなどから、積極的な導入拡大が期待
されています。しかし、地下資源の開発はリスクやコストが高いこと、地熱資源が火山地帯に偏在して
おり適地が限定的であること、自然環境や温泉資源等への影響懸念等の課題もあります。このような状
況を踏まえて、守るべき自然は守りつつ、地域での合意形成を図りながら、自然環境と調和した地域共
生型の地熱利活用を促進する観点から、2021年4月に「地熱開発加速化プラン」を発表し、9月に自
然公園法及び温泉法の運用見直しを行いました。引き続き同プランに基づき、地球温暖化対策推進法に
基づく促進区域の設定の促進、温泉モニタリング等の科学的データの収集・調査を行うことによって、
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地域調整を円滑化し、全国の地熱発電施設数の2030年までの倍増と最大2年程度のリードタイムの短
縮を目指しています。

（7）太陽光パネル等の廃棄・リサイクル
太陽光パネル等の廃棄・リサイクルについては、経済産業省及び環境省は、2023年4月に、「再生可

能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」を立ち上げて、太陽光発電設備や
風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルに関する対応の強化に向けた具体的
な方策について検討を行い、2024年1月には、「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあ
り方に関する検討会中間取りまとめ」を公表しました。これを踏まえ、使用済太陽光発電設備のリサイ
クル等を促進するための新たな仕組みの構築に向けて、引き続き検討を進めていきます。

	 6	 持続可能な社会への移行に必要なイノベーション、スタートアップ支援

2020年1月に策定された「革新的環境イノベーション戦略」を受け、環境・エネルギー分野の研究
開発を進める司令塔として、2020年7月から「グリーンイノベーション戦略推進会議」が開催され、
関係省庁横断の体制の下、戦略に基づく取組のフォローアップを行ってきました。

また、第203回国会での2050年カーボンニュートラル宣言を受け、2020年12月に「2050年カー
ボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（以下「グリーン成長戦略」という。）が報告され、2021
年6月には、更なる具体化が行われました。

グリーン成長戦略においては、技術開発から実証・社会実装までを支援するための2兆円のグリーン
イノベーション基金やネット・ゼロに向けた投資促進税制等の措置のほか、重要分野における実行計画
が盛り込まれています。

具体的には、洋上風力・太陽光・地熱産業（次世代再生可能エネルギー）、水素・燃料アンモニア産
業等のエネルギー関連産業に加え、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業等の輸送・製造関連産
業の他に、資源循環関連産業やライフスタイル関連産業等の家庭・オフィス関連産業に係る現状と課
題、今後の取組方針等が位置付けられました。

また、環境省において、高品質GaN（窒化ガリウム）基板の製造からGaNパワーデバイスを活用し
た超省エネ製品の商用化に向けた要素技術の開発及び実証、低コスト化を達成するための技術開発等、
先端技術の早期実装・社会実装に向けた取組を推進しているほか、次世代エネルギーの社会実装に向
け、地域資源を活用して製造した水素を地域で使う地産地消型のサプライチェーンを構築する実証を実
施しています。

また、環境省、国立環境研究所、JAXAの共同ミッションとして実施している温室効果ガス観測技術
衛星GOSATは、2009年の打上げ以降、二酸化炭素やメタンの濃度を全球にわたり継続的に観測して
きました。2018年には、観測精度向上のための機能を強化した後継機GOSAT-2が打ち上げられ、現
在、これらのミッションを発展的に継承したGOSAT-GWの開発を進めています。GOSATシリーズ
から得られるデータを利用して、大規模排出源の特定やパリ協定に基づく各国の排出量報告の透明性の
確保を推進し、脱炭素社会への移行を目指しています。

また、資源循環関連産業に係る取組として、バイオプラスチックの利用拡大に向け、2021年1月に
「バイオプラスチック導入ロードマップ」を策定し、バイオプラスチックの現状と課題を整理するとと
もに、ライフサイクル全体における環境・社会的側面の持続可能性、リサイクルを始めとするプラス
チック資源循環システムとの調和等を考慮した導入の方向性を示しました。バイオプラスチックの導入
促進に向け、技術開発・実証や設備導入の支援を実施し、社会実装を推進しています。

また、二酸化炭素の貯留事業に関する法整備を進めるとともに、CCUS／カーボンリサイクルの早
期社会実装に向け、CO2の分離・回収から輸送、貯留までの一貫した技術の確立や、廃棄物処理施設
から出る排ガスのCO2を利用して化学原料を生成する実証事業等に取り組みます。
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また、持続可能な社会の実現に向けては、自然再興・炭素中立・循環経済の各分野及びこれらの統合
的推進のための様々な技術的課題等を解決するイノベーションの創出と社会実装を行うスタートアップ

（以下「環境スタートアップ」という。）に対する支援が重要です。環境省では、科学技術・イノベー
ション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）に基づくSBIR（Small/Startup Business 
Innovation Research）制度等を踏まえ、環境スタートアップの成長ステージに応じた、研究開発・
事業化支援、表彰、信用付与や株式会社脱炭素化支援機構による投融資等のシームレスな環境スタート
アップ事業支援を行っています。

モンゴル政府は、我が国の支援によりGOSATの
観測データを活用して推計したCO2 排出量と、モ
ンゴル政府が2023年11月に国連に提出した第二
回隔年更新報告書（BUR2）における報告値とが、
高い精度で一致することを確認しました。この結果
は、同国が国連気候変動枠組条約へ提出する排出量
報告書へ世界で初めて掲載されることとなりました。
環境省は、他の途上国における本推計手法の活用を
支援することで、排出量報告の透明性の向上に一層
貢献するとともに、この排出量推計技術の国際標準
化を目指します。

コラム	 モンゴルにおけるGOSATを活用したCO2排出量の推計

GOSATを活用して排出量推計を行ったモンゴル国のウラン
バートル市

資料：2011-2023�AvaxNews

	 7	 電力部門の脱炭素化に向けた取組

電力部門におけるCO2排出係数が大きくなることは、産業部門や業務その他部門、家庭部門におけ
る省エネの取組（電力消費量の削減）による削減効果に大きく影響を与えます。このため、電力部門の
取組は、脱炭素化に向けて非常に重要です。

2050年ネット・ゼロ実現に向けて、火力発電から大気中に排出されるCO2を実質ゼロにしていくこ
とが必要です。特に、石炭火力発電は安定供給性と経済性に優れていますが、CO2排出係数は最新鋭
のものでも天然ガス火力発電の約2倍となっています。一方で、火力発電は、東日本大震災以降の電力
の安定供給や電力レジリエンスを支えてきた重要な供給力であるとともに、現時点の技術を前提とすれ
ば、再生可能エネルギーを最大限導入する中で、再生可能エネルギーの変動性を補う調整力としての機
能も期待されることを踏まえ、安定供給を確保しつつ、その機能をいかにして脱炭素電源に置き換えて
いくかが鍵となります。

このため、2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に向けては、安定供給の確保を大前提に、石炭
火力発電の発電比率を可能な限り引き下げることが重要です。G7による、国内の排出削減対策が講じ
られていない石炭火力発電のフェーズアウト加速の合意を受け、COP28では、我が国のネット・ゼロ
への道筋に沿って、エネルギーの安定供給を確保しつつ、排出削減対策の講じられていない新規の国内
石炭火力発電所の建設を終了していく旨を表明しました。また、COP28においてはエネルギーシステ
ムにおける化石燃料からの移行も決定されました。

電力部門の脱炭素化に向けた取組として、具体的には、非効率な石炭火力発電について、省エネ法の
規制強化により最新鋭のUSC（超々臨界）並みの発電効率（事業者単位）をベンチマーク目標として
新たに設定するとともに、バイオマス等について、発電効率の算定時に混焼分の控除を認めることで、
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脱炭素化に向けた技術導入の促進につなげていくほか、容量市場においては、2025年度オークション
から、一定の稼働率を超える非効率な石炭火力発電に対して、容量市場からの受取額を減額する措置を
導入するなど、規制と誘導の両面から措置を講じることにより非効率の石炭火力発電のフェードアウト
を着実に推進していきます。また、発電事業者はフェードアウト計画を毎年度作成し経済産業大臣に届
出するとともに、経済産業省は全事業者を統合した形で2030年に向けたフェードアウトの絵姿を公表
することとしています。

さらに、2050年ネット・ゼロに向けては、グリーンイノベーション基金等も活用して、水素・アン
モニアの混焼・専焼化やCO2回収・有効利用・貯留（CCUS／カーボンリサイクル）の技術開発・実
装を加速化し、脱炭素型の火力発電に置き換える取組を推進していくこととしています。

なかでも、我が国では、2023年3月に取りまとめられた「CCS長期ロードマップ」において、
2030年までに事業開始に向けた事業環境を整備し、2030年以降に本格的にCCS事業を展開すること
を目標としています。環境省では商用規模の火力発電所におけるCO2分離回収設備の建設・実証によ
り、CO2を分離回収する場合のコストや課題の整理、環境影響の評価等を行うとともに、経済産業省
と連携し、CCS導入に必要なCO2の貯留可能な地点の選定のため、大きな貯留ポテンシャルを有する
と期待される地点を対象に、地質調査や貯留層総合評価等を実施しています。さらに、化石燃料等の燃
焼に伴う排ガス中のCO2を原料とした化学物質を社会で活用するモデル構築等を通じ、CCUS／カー
ボンリサイクルの早期社会実装のため、商用化規模の早期の技術確立を目指し、普及に向けた取組を加
速化していきます。

	 8	 ESG金融

持続可能な社会の実現に向けて産業・社会構造の転換を促すには、巨額の資金が必要であり、民間資
金の導入が不可欠です。また、持続可能な社会の構築は、金融資本市場や金融主体自身にとっても便益
をもたらすものであり、ESG金融（環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）
といった非財務情報を考慮する投融資）に係る取組が自らの保有する投融資ポートフォリオ全体のリス
ク・リターンの改善につながる効果があるとも期待されます。さらに、ESG要素を投融資の判断に組
み込むことは、ESGに係る投融資先のリスクの低減や、新しい投資機会の発見にもつながります。こ
うした背景から、脱炭素社会への移行や持続可能な経済社会づくりに向けたESG金融を始めとしたサ
ステナブルファイナンスの推進は、SDGsを達成し持続可能な社会を構築する上で鍵となり、世界各国
でも政策的に推進され、欧米から先行して普及・拡大してきました。このような持続可能な社会を実現
するための資金の流れは、我が国においても近年急速に拡大しています。

環境省では、金融・投資分野の各業界トップと国が連携して、ESG金融に関する意識と取組を高め
ていくための議論を行い、行動する場として2019年2月より「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催
しています。2024年3月に開催された第7回では、我が国のESG金融の進展状況及びESG金融の深化
に向けた展望をテーマに議論が行われました。前半では、グリーン関係の投融資の動向や金融市場をめ
ぐる気候変動対応の現状について、各種調査結果等を基にしたファクトや金融機関における具体的な取
組事例の紹介等を踏まえ、金融機関の取組の更なる普及・進展やレベルの引き上げを図る上での課題等
について議論が交わされました。また、後半では、グリーン関係の投融資のアウトカム評価や投融資先
へのエンゲージメントに関する先進的な取組、グローバルなイニシアチブによる関連取組等を踏まえ、
こうした取組を幅広い業態で推進していく上での課題や気づき等、ESG金融の深化に向けた展望につ
いて議論が交わされました。

さらに、再生可能エネルギー、グリーンビルディング、資源循環、生物多様性・自然資本等、グリー
ンプロジェクトに対する投資を資金使途としたグリーンボンドについて、環境省では2017年より国際
資本市場協会（ICMA）が作成している国際原則に基づき国内向けのガイドラインの策定等により国内
への普及に向けた取組を進めています。また、世界の市場では、特に気候変動分野を中心に、いわゆる
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「グリーンウォッシュ」への対応など品質確保の観点が課題となっており、EUにおけるタクソノミー
規制の策定を始めとして、各国による政策的な対応も進んでいます。このような国内外の動静や国際原
則の改定を踏まえ、我が国のサステナブルファイナンス市場を更に健全かつ適切に拡大していく観点か
ら、環境省では「グリーンファイナンスに関する検討会」を設置し、2022年7月に「グリーンボンド
及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版」、「グリーンローン及びサステナビリ
ティ・リンク・ローンガイドライン2022年版」を策定しました。これらのガイドラインにおいては、
今後大きな拡大が期待されるサステナビリティ・リンク・ボンドのガイドラインを新規策定したほか、
グリーン性の判断基準の明確化や、資金調達者による市場・投資家向け説明の強化等を行い、利便性向
上とグリーンウォッシュ防止の双方に対応しています。加えて、2023年8月には、「グリーンファイナ
ンスに関する検討会」の下に「グリーンリストに関するワーキンググループ」を設置し、グリーンな資
金使途等を例示したガイドラインの付属書1別表について、内容の拡充に係る検討を進めています。ま
た、炭素中立型の経済社会実現のためには巨額の投資が必要とされており、我が国においては、クリー
ンエネルギー戦略中間整理において、今後10年間に官民で150兆円超の投資が必要と試算されていま
す。企業の気候変動対策投資とそれへの資金供給を更に強化するためには、［1］企業や金融機関がグ
リーン、トランジション、イノベーションへの投資を行う際の環境整備を図ること、［2］金融資本市
場等において、排出量の多寡のみならず、GXへの挑戦・実践を行う企業への新たな評価軸を構築する
ことや、［3］マクロでの気候変動分野への資金誘導策を検討することが必要です。金融庁、経済産業
省、環境省では、2022年8月に「産業のGXに向けた資金供給の在り方に関する研究会（GXファイナ
ンス研究会）」を設置し、GX分野における民間資金を引き出していくための第一歩として、同年12月
に施策パッケージを取りまとめました。

	 9	 企業の脱炭素経営や環境情報開示

（1）気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

は、各国の財務省、金融監督当局、中央銀行から
なる金融安定理事会（FSB）の下に設置された作
業部会です。投資家等に適切な投資判断を促すた
め、気候関連財務情報の開示を企業等に求めるこ
とを目的としています。2017年6月に、自主的
な情報開示のあり方に関する提言（TCFD報告
書）を公表し、2023年9月末時点で、世界で
4,831の機関（金融機関、企業、政府等）、うち
我が国では世界第1位の1,454の機関がTCFD
への賛同を表明しています（図2-3-6）。環境省、
金融庁及び経済産業省も、報告書を踏まえた企業
の取組をサポートしていく姿勢を明らかにするた
め、TCFDへの賛同を表明しています。

（2）パリ協定に整合した科学的根拠に基づく中
長期の温室効果ガス削減目標（SBT）

パリ協定の採択を契機に、協定に整合した科学的根拠に基づく中長期の温室効果ガス削減目標（SBT）
を企業が設定し、それを認定するという国際的なイニシアティブが大きな注目を集めています。2024
年3月末時点で、認定を受けた企業は世界で5,100社、我が国でも既に1,001社が認定を受けています

（図2-3-7）。

	 図2-3-6	 国・地域別TCFD賛同企業数	
（上位10の国・地域）

資料：TCFDホームページ　TCFD Supporters
（https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/）より環境省作成
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サプライチェーンにおける温室効果ガスの排出
は、燃料の燃焼や工業プロセス等による事業者自
らの直接排出（Scope1）、他者から購入した電
気・熱の使用に伴う間接排出（Scope2）、事業
の活動に関連する他社の排出等その他の間接排出

（Scope3）で構成されます。取引先がサプライ
チェーン排出量の目標を設定すると、自社も取引
先から排出量の開示・削減が求められます。SBT
認定を取得している日本企業の中でも、主要サプ
ライヤーにSBTと整合した削減目標を設定させ
るなど、サプライヤーに排出量削減を求める企業
が増加しており、大企業だけでなく、サプライ
チェーン全体での脱炭素化の動きが加速していま
す。また、金融庁では、まずは東京証券取引所プ
ライム上場企業ないしはその一部を対象に、温室
効果ガス排出量（Scope3を含む）について、国際基準と同等の国内基準に基づいた開示を義務付ける
方向で、有識者会議を設置し、検討を行っています。

環境省は、SBT目標等の設定支援やその達成に向けた削減行動計画の策定支援、さらには、脱炭素
経営に取り組む企業のネットワークの運営等を行いました。

（3）国際的イニシアティブ「RE100」
RE100とは、企業が自らの事業活動における

使用電力を100％再生可能エネルギー電力で賄う
ことを目指す国際的なイニシアティブであり、各
国の企業が参加しています。

2024年3月末時点で、RE100への参加企業数
は世界で426社、うち我が国の企業は87社にの
ぼります（図2-3-8）。日本企業では、建設業、
小売業、金融業、不動産業など様々な業界の企業
において、再生可能エネルギー100％に向けた取
組が進んでいます。RE100に参加することによ
り、脱炭素化に取り組んでいることを対外的にア
ピールできるだけではなく、RE100参加企業同
士の情報交換や新たな企業とのビジネスチャンス
にもつながります。

なお、中小企業・自治体等向けの我が国独自の
枠組みである「再エネ100宣言RE Action」は、2024年3月末時点での参加団体数は360にのぼりま
す。各団体は遅くとも2050年までの再生可能エネルギー100％化達成を目指しています。

環境省では、2018年6月に、公的機関としては世界で初めてのアンバサダーとしてRE100に参画し、
環境省自らも使用する電力を2030年までに100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す取組を実施
しています。

（4）カーボンフットプリント（CFP）
カーボンフットプリントとは、製品・サービスのライフサイクル（原材料調達、生産、流通・販売、

使用・維持管理、廃棄・リサイクル）における温室効果ガス排出量を算定し、表示するものです。

	 図2-3-8	 国・地域別RE100参加企業数（上位10
の国・地域）

資料：RE100ホームページ（http://there100.org/）より環境省作成
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	 図2-3-7	 国別SBT認定企業数（上位10か国）

1,001

825

549

292
250 237

177 161 160 121

資料：Science Based Targetsホームページ　Companies Take Action
（http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/）より
環境省作成

0
イ
ギ
リ
ス

ア
メ
リ
カ

日
本

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

中
国

イ
ン
ド

オ
ラ
ン
ダ

200

400

600

800

1,000

1,200

57第3節　炭素中立（ネット・ゼロ）

第

2
章

R6_環境白書_01部-総説-02章.indd   57R6_環境白書_01部-総説-02章.indd   57 2024/05/22   10:57:332024/05/22   10:57:33



温室効果ガス排出量を「見える化」することにより、企業は、自社のサプライチェーンにおける排出
量削減に向けた施策検討及び製品のブランディングに活用することができ、さらに消費者に対して、脱
炭素の実現に貢献する製品やサービスを選択するために必要な情報を提供することができます。

環境省では、カーボンフットプリントの普及に向けて、経済産業省と共に算定の方針をガイドライン
として示すとともに、算定・表示・削減に取り組む企業を支援するモデル事業を実施しています。

環境省では、国民が脱炭素に貢献する製品・サービスを選択できる社会の実現に向けて、カーボンフット
プリントの算定・表示を通じ、排出削減の取組とビジネス成長を両立させる先進的なロールモデルとなる企
業の創出を目指すモデル事業を2022年度より実施しています。モデル事業では、カーボンフットプリント
算定における基礎的な要件1を満たしつつ、他の製品・サービスとの比較を目的としない、自社ルールによる
算定に取り組んでいただきました。モデル事業を通じて得られた知見を踏まえ、「CFP実践ガイド」におい
て、カーボンフットプリントについての具体的な取組方法を整理しています。

店頭掲出POPでのCFP表示の例

資料：�株式会社ユナイテッドアローズ

店頭掲出POP

資料：�株式会社ユナイテッドアローズ

1：ISO 14067:2018等の国際的な基準を参照。

事例	 モデル事業等を通じたカーボンフットプリントの算定・表示

	 10	 二国間クレジット制度（JCM）、環境インフラ海外展開

我が国は、途上国等に対して優れた脱炭素技術やインフラ等を導入することにより排出削減に貢献す
る「二国間クレジット制度（JCM）」を展開しています。2023年度には、JCMパートナー国として新
たに4か国が加わり29か国まで拡大するとともに、これまで250件以上の再エネや省エネの技術導入
等の脱炭素プロジェクトを実施してきています。2021年10月に閣議決定された「地球温暖化対策計
画」においては、JCMについて、「官民連携で2030年度までの累積で、1億トン-CO2程度の国際的な
排出削減・吸収量の確保」を目標として掲げています。2023年12月に東京で開催されたアジア・ゼ
ロエミッション共同体（AZEC）首脳会合において採択された共同声明には、JCMを含むクレジット
制度の推進及び実施の重要性が盛り込まれました（写真2-3-4）。また、我が国のNDCに活用する
JCMクレジットの発行手続き等を円滑かつ確実に実施するための体制強化等に向け、「地球温暖化対策
の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を2024年3月に閣議決定し、第213回国会に提出しま
した。引き続きJCMの拡大を進めることで、世界の脱炭素化に貢献するとともに、脱炭素市場の創出
を通じ日本企業が関与する優れた脱炭素技術の海外展開を促進していきます。
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また、パリ協定第6条に沿ったJCMを含む市場メカニズム、いわゆる「質の高い炭素市場」の構築
のため、COP27において我が国が主導して立ち上げた「パリ協定6条実施パートナーシップ」（2024
年3月31日現在、76か国、125機関が参加）においては、COP28にて、各国の実施体制の構築等に
向けた「6条実施支援パッケージ」を公表しました（写真2-3-5）。これにより、世界各国でJCMを含
む市場メカニズムの活用の機会が広がり、脱炭素市場がますます拡大していくことが期待されていま
す。今後も国際的な連携を更に強化しながら、各国の6条実施に対する支援を拡大していきます。

また、官民連携の枠組みとして、2020年9月に設立した環境インフラ海外展開プラットフォーム
（JPRSI）を活用し、環境インフラの海外展開に積極的に取り組む民間企業の活動を後押ししていきま
す。具体的な活動として、現地情報へのアクセス支援、日本企業が有する環境技術等の海外発信、タス
クフォース・相談窓口の運営等を通じた個別案件形成・受注獲得支援を行っています。

さらに、2021年度から、再生可能エネルギー由来水素の国際的なサプライチェーン構築を促進する
ため、再生可能エネルギーが豊富な第三国と協力し、再生可能エネルギー由来水素の製造、島嶼

しょ
国等へ

の輸送・利活用の実証事業を実施しています。また、2023年度には、これまでJCMを通じた事業化の
実績のない先進的な技術導入を目的とした実証事業を新たに開始しました。

これらの取組を通じて、世界の脱炭素化、特に、アジアの有志国からなるプラットフォームを構築
し、地域の特性を踏まえながら、脱炭素化と経済成長を目指す「アジア・ゼロエミッション共同体」構
想の実現にも貢献し、気温上昇を1.5℃に抑制するために、できるだけ早く、できるだけ大きな削減を
実現できるよう支援していきます。

	写真2-3-5	 COP28「6条実施支援パッケージ」公表
イベントに参加する伊藤信太郎環境大臣

資料：�環境省

	写真2-3-4	 AZEC首脳会合に参加する岸田文雄内閣
総理大臣や朝日健太郎環境大臣政務官

資料：内閣広報室

	 第4節	 循環経済（サーキュラーエコノミー）

循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、従来の
延長線上の取組を強化するのではなく、経済社会システムそのものを循環型に変えていくことが必要で
す。具体的には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・社会様式につながる一方通行型の線形経済
から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済（サーキュラーエコノミー）への
移行を推進することが鍵となります。

国際的な議論では、循環経済は、資源（再生可能な資源を含む。）や製品の価値を維持、回復又は付
加することで、それらを循環的に利用する経済システムであるとされています。この経済システムで
は、例えば、環境配慮設計や修理等により製品等の長寿命化、再利用、リサイクル等が促進され、資源
が可能な限り効率的かつ循環的に利用され、天然資源利用や廃棄物が減少します。その結果として、資
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源の採掘、運搬、加工から製品の製造、廃棄、リサイクルに至るライフサイクル全体での環境負荷低減
や、世界的な資源需要の増加への対策にもつながります。資源循環を促進することで、ライフサイクル
全体での温室効果ガスの低減につながり、ネット・ゼロに資するだけでなく、生物多様性の損失を止
め、反転させ、回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」の実現に資するなど、経済・社会・政治・
技術の全てにおける横断的な社会変革を実現する上ではネット・ゼロ・循環経済・ネイチャーポジティ
ブ相互の連携が重要となります。

気候変動・生物多様性損失・汚染という主要な環境問題に加え、欧州等での製品への再生材使用の義
務化の動き、少子高齢化に伴う地域経済の縮小は、我が国にとって大きな課題です。これに対し、循環
経済への移行を進めることで、輸入した鉱物・食料等の資源の循環利用等を通じた資源確保による経済
安全保障の強化、循環配慮設計を含む環境配慮設計の推進並びに再生材の質と量の確保及び利用拡大等
による企業の国際的な産業競争力の強化や、循環資源等を活用した製品等の製造と廃棄物等の再資源化
を通じた地場産業の振興等による地方創生に貢献できます。

そのため、循環経済への移行等に向けて関係者が一丸となって取組を進めるべく、循環型社会の形成
に向けた政府全体の施策を取りまとめた国家戦略として第五次循環型社会形成推進基本計画を2024年
夏頃に策定する予定です。また、「成長志向型の資源自律経済戦略」（2023年3月経済産業省策定）を
踏まえた取組も進めます。

	 1	 第五次循環型社会形成推進基本計画の策定のポイント

（1）資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環
製造業・小売業等を担う動脈産業と廃棄物処理・リサイクル業等を担う静脈産業との連携を通じてこ

れまで培われてきた高い技術力を一層効果的に活用することで市場に新たな価値を生み出す動静脈連携
は、我が国の新たな成長の鍵です。

製造業・小売業等の企業と廃棄物処理・リサイクル業等の企業が連携し、求められる品質・量の再生
材を確実に供給できるよう、環境配慮設計や再生材利用率の向上、使用済製品等の解体・破砕・選別等
のリサイクルの高度化等を推進するとともに、各種リサイクル法に基づく取組を着実に進めることで、
循環経済工程表で示した素材・製品ごとの今後の方向性等に基づき、ライフサイクル全体での徹底的な
資源循環を推進します。

（2）多種多様な地域の循環システムと地方創生の実現
地方公共団体がコーディネーター役として地域の市民、企業、NPO・NGO等の主体間の連携・協

働を促進し、リデュースの意識を高め取組を促進するとともに、各資源に応じた最適な規模で地域の資
源を効率的に循環させるシステムを構築してリユース・リサイクル・リペア・メンテナンス・シェアリ
ング・サブスクリプション等を推進します。これにより、地域の循環資源や再生可能資源を活用し、再
生材として新たな製品等の原料としたり、肥飼料の原料としたりすることで地域に新たな付加価値や雇
用を創出して地域経済を活性化させるとともに、廃棄物として処理する量を減らすことで歳出削減にも
貢献します。

また、地域において、リユース品や修理サービス、各地域での資源循環の取組により生産された循環
資源や再生可能資源を用いた製品等、環境価値に関する表示等を伴った多様な選択肢の提供を推進する
ことで、消費者がその意識を高め実際の行動に移していけるようライフスタイルの転換を促進し、質の
高い暮らしを実現していきます。

（3）適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進
我が国が3Rを含む循環経済・資源効率性の施策や資源循環に関する国際合意、再資源化可能な廃棄

物等の適正な輸出入、プラスチック汚染対策に関する議論及び国際的な資源循環に関する議論をリード
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するとともに、国際機関や民間企業等と連携して国際的なルール形成をリードすることで、国内外一体
的な資源循環施策を促進します。また、日ASEANのパートナーシップやG7で合意された重要鉱物等
の国内及び国際的な回収・リサイクルの強化等に基づき、国際的な資源循環体制を構築します。さら
に、資源循環に関する我が国の優れた制度・人材育成・システム・技術等をパッケージとしてASEAN
を始めとする途上国等へ海外展開することで、適正な廃棄物管理及び資源循環の強化を図り、環境汚染
等の低減に貢献し、世界の資源制約を緩和します。

	 2	 廃棄物・資源循環分野の脱炭素化

（1）静脈産業の脱炭素型資源循環システムの構築
循環経済への移行は、ネット・ゼロのみならず、経済安全保障や地方創生など社会的課題の解決に貢

献でき、あらゆる分野で実現する必要があります。また、欧州を中心に世界では、再生材の利用を求め
る動きが拡大しており、対応が遅れれば成長機会を逸失する可能性が高く、我が国としても、再生材の
質と量の確保を通じて資源循環の産業競争力を強化することが重要です。

このような状況を踏まえ、2023年7月から中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源
循環システム構築に係る小委員会において、脱炭素化と資源循環の高度化に向けた取組を一体的に促進
するための制度的対応について議論し、2024年2月に中央環境審議会から「脱炭素型資源循環システ
ム構築に向けた具体的な施策のあり方について」が意見具申されました。

この意見具申も踏まえ、脱炭素化と再生材の質と量の確保等の資源循環の取組の一体的な促進を目指
し、再資源化の取組の高度化を促進する「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法
律案」を2024年3月に閣議決定し、第213回国会に提出しました。同法律案においては、基本方針の
策定、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項の策定、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の
創設等の措置を講ずる内容としています。

	 3	 プラスチック資源循環の促進

（1）プラスチック資源循環促進法の施行状況について
2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和3年法律第60

号）」は、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般にわたって、
3R＋Renewableの原則にのっとり、あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促進する
ための措置を講じています。2024年3月時点までに、市区町村による再商品化計画は14件の認定を
行ったほか、製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画について3件、及び排出事業者に
よる再資源化事業計画について計3件の認定を行いました。

（2）海洋環境等におけるプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）の策定について
2022年2月から3月にかけて開催された国連環境総会において、海洋環境等におけるプラスチック

汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）の策定に向けた政府間交渉委員会（INC：
Intergovernmental Negotiating Committee）を立ち上げる決議が採択されました。同決議は2024
年末までに作業を完了する野心を持って2022年後半からINCを開始することを求め、2022年5月か
ら6月にかけてセネガルにおいて開催された公開作業部会を経て、2022年11月から12月にかけてウ
ルグアイにおいて第1回政府間交渉委員会が開催され、正式に条約交渉が開始されました。その後、条
約の要素等について議論を行った2023年5月から6月のフランスにおける第2回会合、条約の素案（ゼ
ロドラフト）等について議論を行った2023年11月のケニアにおける第3回会合、条文案の改定版を
基に交渉等を行った2024年4月のカナダにおける第4回会合が開催されています。第5回会合は2024
年11月から12月にかけて韓国において開催される予定です。我が国は2019年のG20大阪サミットに
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おいて「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提唱し、2023年のG7広島サミットにおいてプラス
チック汚染に関する野心への合意を主導するなどプラスチック汚染対策に積極的に取り組んできてお
り、プラスチックの大量消費国・排出国を含む多くの国が参画する実効的かつ進歩的な国際枠組みの構
築に向けて、引き続き積極的に議論に貢献していきます。

	 4	 成長志向型の資源自律経済戦略の具体化

「成長志向型の資源自律経済戦略」（2023年3月経済産業省策定）に基づき、［1］規制・ルールの整
備、［2］政策支援の拡充、［3］産官学連携の取組強化を進めています。

規制・ルールの整備については、「資源循環経済小委員会」において動静脈連携の加速に向けた制度
整備に関する議論を実施しています。今後、循環資源の質と量の確保、循環の可視化による価値創出、
製品の効率的利用やCEコマースの促進等についての議論を深め、3R関連法制の拡充・強化について
の検討を進めます。

また、政策支援の拡充については、資源循環市場の確立を通じた循環経済の実現に向けて、研究開発
から実証・実装までを面的に支援していきます。具体的には、2023年12月に公表した「分野別投資
戦略」において、資源循環分野で今後10年で官民合わせて2兆円超の規模の投資の実現を目指すこと
とし、令和6年度以降の3年間では300億円の支援を実施します。

さらに、産官学連携の取組強化については、2023年9月に立ち上げた「サーキュラーパートナーズ」
（サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ。以下、「CPs」という。）」の枠組みを活
用し、循環経済に野心的・先駆的に取り組む、国、自治体、大学、企業・業界団体、関係機関・関係団
体等の関係主体における市場のライフサイクル全体での有機的な連携を促進し、循環経済の実現に必要
となる施策についての検討を実施します。CPsには、2024年3月末時点で400者が参画しています。
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